
長野県屋外広告物条例（抜粋） 

 

（屋外広告物禁止地域） 

第４条 次の各号に掲げる地域又は場所（第９条第１項の規定による屋外広告物特別規制地

域を除く。）においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。 

 (１) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第２章の規定により定められた第一種低層住

居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専

用地域（次条において「住居専用地域」という。） 

 (２) 都市計画法第２章の規定により定められた景観地区及び風致地区のうち、規則で定め

る地域 

 (３) 道路（道路交通法（昭和 35年法律第 105号）第２条に規定する道路をいう。）、鉄道、

軌道若しくは索道の用地若しくはこれらの建設予定地（第８条第１項第１号において「道路

等」という。）又はこれらに接続し、かつ、これらから展望できる範囲の地域のうち、規則で

定める地域 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危

害を防止するために特に必要があるものとして規則で定める地域又は場所 

 ２ 知事は、前項第２号から第４号までに規定する地域若しくは場所の指定、指定の解除又

はその区域の変更をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長及び審議会の意見を聴

かなければならない。 

（屋外広告物禁止地域の指定があった場合の特例） 

 第５条 住居専用地域の決定若しくは変更（拡張の場合に限る。）又は前条第１項第２号か

ら第４号までに規定する地域若しくは場所の指定若しくはその区域の拡張があった際、現に

当該決定若しくは変更又は指定若しくは区域の拡張に係る地域又は場所に表示され、又は設

置されている広告物等は、当該決定若しくは変更又は指定若しくは区域の拡張のあった日か

ら３年（規則で定める広告物等にあっては、３年を超えない範囲内で規則で定める期間）を

経過する日までは、同項の規定にかかわらず、引き続いて表示し、又は設置しておくことが

できる。 

  



 

長野県屋外広告物条例施行規則（抜粋） 

 

（屋外広告物禁止地域） 

 第４条 条例第４条第１項第２号の規則で定める地域は、別表第１のとおりとする。 

 ２ 条例第４条第１項第３号の規則で定める地域は、別表第２のとおりとする。 

 

 

（別表第２）（第４条関係） 

 屋外広告物禁止地域 

種類及び名称 区間 範囲 

一般国道 152号 八ケ岳中信高原国定公園との境界

（茅野市北山 3415番の１地先）から

茅野市北山 1074番の５地先まで 

両側各 300メートル以

内。ただし、茅野市道

2B74 号線のうち茅野

市北山 2643 番の 1 地

先までの区間の両側

30ｍ以内の地域を除

く。 

 


